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1 992年に新聞報道で浮島丸事件の裁判を起こすことを知って、夫

は、裁判に参加しました。これで長年の無念を晴らすことができる、と

夫はとても喜んでいました。

しかし、 1 994年 1月6目、夫は死亡しました。以後私は、一人で

暮らしております。光州市内に娘が住んでいて時々世話に来てくれます。

他の原告は 1998年に「調査表j を提出しているとのことですが、

当時私はその連絡を受けた記憶がありません。

今回、控訴するにあたり、私は、夫の長年の無念を晴らすために、こ

の裁判を引き継ぐことを決心しました。ソウルに住んでいる養子も理解

してくれました。

6 証言について

今日、浮島丸事件のことで日本人が来ると聞いて、私はケンカをする

ためにここにやってきました。しかし、日本にも浮島丸のことを考えて

いる人がいることを知って、少しは心が慰められました。

日本の裁判官にもこの話を聞いて欲しいと思います。

しかし、私は毎月 18万ウォン(日本円で約 18， 0 0 0円)の生活

保護費で生活しており経済的余裕がありません、また、足が不自由で娘

の介護がないと外出も自由にできない健康状態です。
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